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歩行者の交通ルールとマナー

夜間は反射材用品を
身につけましょう

左右の安全確認と
手をあげましょう

斜め横断は禁止です

信号は守りましょう

車両の直前直後の
横断はいけません

歩道と車道の区別が
あるときは歩道を
通行してください

横断禁止場所での
横断はやめましょう

付近に横断歩道が
あれば、横断歩道を
渡りましょう
※付近とはおおむね20～30ｍ

３月に入り、少しずつ寒さが和らいできました。散歩など、歩いて出かける機会が
増えるかと思います。そこで、歩行中に交通事故の被害に遭わないよう、「歩行者の
交通ルールとマナー」についてまとめましたので、内容を御確認いただき、安全な行
動を心掛けましょう。


